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生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて（注意喚起） 

 

 

 生活保護行政の推進については、平素より格段のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、生活保護制度においては、自動車の保有は原則として認められていませんが、「生

活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和 38年４月１日社保第 34号厚生

省社会局保護課長通知）第３の問９、問 12において、通勤用自動車の保有、障害者が通院

等のため自動車を必要としている場合等の自動車保有について、一定の要件を満たす場合

に限って、通勤や通院等のための自動車の保有を認めているところです。一方で、「生活

保護問答集について」（平成 21年３月 31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡）

の問３－14でお示ししているとおり、生活用品としての自動車は、単に日常生活の便利に

用いられるのみであるならば、地域の普及率の如何にかかわらず、自動車の保有を認める

段階には至っておりません。 

今般、ある自治体において、障害等を理由に通院のために自動車の保有を容認された者

について、通院以外に日常生活に用いることが認められるような考えを示した事例が確認

されたことから、改めて実施要領における自動車の保有の取扱いについてご留意いただき、

引き続き、自動車の保有について適切な指導をお願いいたします。 

 

 

 


